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11月　市議会１２月定例会議・全員協議会で条例の概要説明

　人口減少や少子高齢化社会を迎えるにあたり、定住・交流・関係人口の確保、地域の活性化などにより、持続可能な地域社会
の形成に向け、多くの人や企業に選ばれる取組を行う必要がある。
　シビックプライドは定住人口等の維持・増加や、地域の活性化につながることから醸成していく必要があり、市民が誇れるまちと
するため、「シビックプライドの推進に関する検討委員会」からの（仮称）シビックプライド条例制定に関する答申を受け、条例を制
定し、基本理念等を市民と共有するもの。
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〇　原案のとおり、承認する。

〇　シビックプライド条例の概要について
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決定会議
議事録

・主な意見等
〇　です・ます調であることや、平仮名を多く使用していることについて、本条例は権利義務を縛るも
のでないので、表現方法として問題ないと考える。
〇　前文の「他の地域との合併を繰り返しながら成長してきた」とはいつからを指すのか。また、当市
は合併による成長よりも、流入人口により成長してきた側面が強いと考える。
　→　時期は明治以降の合併を指している。市民性が醸成されない理由の一つとして、合併を繰り返
した歴史が関係していると考えており、共通の価値観を醸成するため一文を入れたもの。また、外部
からの流入による人口増加の歴史は前文内の「多様な価値観を持った人が集まった」との文言に集
約しており、流入人口により成長してきた経緯も前文に含まれている
〇　「みんな」との表現は条例文として適切か。
　→　検討委員会において、市民に親しみやすい表現として採用した経緯がある。
〇　小学生や中学生にも理解できる漢字の使い方や表現方法になっているのか。
　→　多くの人が読むことができるよう、ルビを振ることについて検討したが、概ね義務教育で習得す
る漢字と表現を採用することで、ルビは振らないという整理をしている。
〇　ルビを振ることが前例踏襲に反することとしてふさわしくないとしたならば、時代に併せた表現方
法を検討することも必要ではないのか。
　→　検討委員会の中でも同様の意見があり、改めて総務局と検討を行う。
（会議後調整）総務局との調整では、ルビを振ることは問題ないとのことであったが、条例（案）を再
度見直した結果、特段、難しい漢字等は使用していないため、ルビは振らないこととする。
・結　果
〇　原案のとおり、上部会議に付議する。
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調整会議
議事録

・主な意見等
〇　第８条の指針「等」とは
　→　第８条については、シティーセールス推進指針及びシティープロモーション戦略の見直し、指針
を定めること想定しているため、広くとらえ指針「等」としている。
〇　条例制定後の構想は
　→　まずは市民に広く周知することを進めていく方針である。また、今後、外部の検討組織を設け
て、指針等を定める予定である。
〇　指針等の策定時期は
　→　令和３年度中には体系的な整理を行い、令和４、５年度中に策定したい。
〇　条例を制定するからには策定成果をきちんと出せるようにしていただきたい。
〇　「役割」との規定があるが、読む人によりさまざまな印象や捉え方をする方がいることが想定され
ることから、表現については十分な調整をお願いしたい。
（会議後調整）今後、総務法制課と調整する。
・結　果
〇  原案のとおり、上部会議に付議する。

シビックプライドの推進に関する検討委員会 ３月諮問「（仮称）シビックプライド条例の制定について」、１０月答申
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シビックプライドに関する条例の概要（案） 

 

さがみはらみんなのシビックプライド条例 

                

 さがみはらは、今まで周辺のまちと合併を繰り返しながら成長してきた都市と自

然がベストミックスしているまちです。このため、市内の多彩な魅力が人々を呼び

込み、本市で生まれて住んでいる人も含めて、多様な価値観を持った人達が集まっ

たはかり知れない可能性に満ちたまちです。こんなまちに暮らす私達は、シビック

プライドを高めることで、みんなが一つになれるまちを目指して、新たなステップ

を踏み出します。 

 あなたは、さがみはらが大好きですか。あなたの好きなさがみはらを自由に自ら

みんなに発信し共有することで、さがみはらが大好きな人々が市内外にあふれてい

て、誰にでも自慢したくなる。そんなまちになることを願って、シビックプライド

を高めるため、この条例を定めます。 

 (目的) 

第１条 この条例は、市と関わりのあるみんなのシビックプライドを高めることを

目的とします。 

(定義) 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よります。 

（１）シビックプライド 相模原市に対する誇り、愛着及び共感を持ち、まちのた

めに自ら関わっていこうとする気持ちのことをいいます。 

（２）さがみはらファン 相模原市を好きな人のことです。 

（３）相模原市と関わりのあるみんな 相模原市内に居住し、通学し、通勤し、又

は滞在する人のことをいいます。 

(基本的な考え方) 

第３条 この条例は、相模原市と関わりのあるみんなに相模原市に対する誇り、愛

着及び共感を持つことを決して強制するものではありません。相模原市と関わ

りのあるみんなの個人の思いを尊重しつつ、シビックプライドを高める取組を

行うことを基本的な考え方とします。 

(市長の責務) 

第４条 市長は、自ら相模原市の魅力を発信します。 
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(市の責務) 

第５条 市は、シビックプライドを高めるための取組を推進します。 

２ 緑区、中央区及び南区は、各行政区の特徴を踏まえたシビックプライドを高め

るための取組を推進します。 

(さがみはらファンの役割) 

第６条 さがみはらファンは、自らが思う相模原市の魅力発信に努めます。 

 (相模原市と関わりのあるみんなの役割) 

第７条 相模原市と関わりのあるみんなは、相模原市への関心及び理解を持つこと

に努めます。 

 (指針等) 

第８条 市長は、シビックプライドを高める取組を効果的かつ計画的に推進するた

めの指針等を定めます。 

(協力) 

第９条 さがみはらファン及び市は、互いに協力し、一体となって、シビックプラ

イドを高めることに努めます。 

   附 則 この条例は、令和 年 月 日から施行する。 

 



（様式４） 

第３回 戦略会議 議事録 

令和２年１１月１３日 

 
１ （仮称）シビックプライドに関する条例の制定等について 

【市長公室】 

 （１）主な意見等 

 〇 前文の「ベストミックス」との表現は、環境用語として発電バランスを最適化する

場合に多く使われている言葉であることから、誤解を与える表現とならないか。 
→条例へ使用することが適切かどうかを含め、検証したい。 

 〇 シビックプライドを醸成し、市民一体のまちづくりを目指す中で「合併を繰り返し

てきた」との言葉を使用する必要性はあるのか。 
  →検討委員会の意見で、「多様性を持ち合わせた市である一方、合併を複数回実施し

てきたことや戦後多くの市民が流入した経緯より共通した価値観が醸成されてこな

かったことが課題ではないか。」との意見があり、本市の歴史を理解いただくために

必要であるとの判断で採用したものである。 
今後、パブリックコメントを実施することから、記載内容や表現方法については

様々な意見が出ることを想定している。多くの意見を踏まえたうえで、より良い条例

となるよう引き続き検討していく。 
 

（２）結 果 

〇 原案のとおり、承認する。 
 

 
 

以上  

 


